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緊急事態等において行うべき食品安全委員会の対応

（ 国民に期待される緊急時対応の具体的なあり方 ）

（主な論点）

○ 情報収集はどうあるべきか？

・緊急時においてどのような情報を入手すべきか（行政的 学術的観点から）or

・危害要因についての学術的根拠データの集め方とは

○ 情報提供はどうあるべきか？

・食品安全委員会としてどのような情報発信が望まれているのか

・国民への情報提供に必要な内容とは

○ 緊急時における食品健康影響評価の方法は？

・食品安全委員会が自ら評価した場合では

・リスク管理機関の諮問による場合では

○ 緊急時におけるリスク管理機関への勧告及び意見の方法は？

・リスク管理機関の報告に対する質疑は有効か

・食品安全委員会の検討結果としての意見は想定できるか

・食品健康影響評価の結果として、勧告を行う状況は想定できるか




